
長浜市議会政務活動費の交付に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和６年３月２５日 

 

長浜市長 浅見 宣義 

 

長浜市規則第３１号 

 

長浜市議会政務活動費の交付に関する規則の一部を改正する規則 

 

長浜市議会政務活動費の交付に関する規則（平成18年長浜市規則第４号）の一部を次の

ように改正する。 

第８条第２項中「報告書明細」の次に「、領収書等の証拠書類」を加える。 

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 


